
■指定の目的

牛妻地区では、水辺の楽校の運営や堤防・高水敷の維持管理など、長年に渡り
地域が主体となって魅力づくりに取組んできた。特に、うしづま水辺の楽校は、
子どもが安心して川遊び・自然体験ができる貴重な空間として、運営を継続し、
様々なイベントや自然学習の場として活用することが期待されている。

地域主体による水辺利用の推進には、安定した活動体制と資金の確保が課題と
なるため、河川空間のオープン化制度を活用し、活動団体自らが収益を得ながら
施設運営を実施できるよう、「都市・地域再生等利用区域」に指定する。

■利用区域（位置）
うしづま水辺の楽校

■営業活動の内容
飲食・物販、屋外広告物（協賛企業看板）の掲出

■占用施設種類
駐車場、トイレ、休憩所、売店、看板等

■占用主体
静岡市

■施設使用者
賤機中学区自治会連合会 ※静岡市と維持管理協定を締結

都市・地域再生等利用区域の指定について

（１） 第１回「牛妻地区水辺利用調整協議会」（５月23日実施）

・水辺利用についての地域の合意形成の場となる協議会を設立
・今後の取組方針について確認

（３） 第２回「牛妻地区水辺利用調整協議会」（11月30日実施）

・社会実験の取組結果の報告
・水辺利用による地域活性化の方針（利用範囲や実施内容等）を決定

（２） 社会実験による収益事業の試行 （７月17日～８月27日実施）

・水辺の楽校開校期間中において、売店やスポンサー看板の設置等を実施
・課題整理、イベント収益と年間の運営費用の状況を確認

今後の取組スケジュールについて

（４）「都市・地域再生等利用区域」の指定 （令和６年６月末頃）

・静岡市から河川管理者（国）に対し、指定の要望を提出（令和６年３月８日提出）
・河川管理者（国）が「都市・地域再生等利用区域」の指定・公表

（５） 占用許可の申請・使用契約の締結 （区域の指定後）

・静岡市から河川管理者（国）に対し、河川占用許可を申請
・占用主体となる静岡市と連合自治会の間で使用契約（協定書）を締結

（６） 制度に則ったイベント等の実施 （令和６年度～）

・水辺利用調整協議会を適宜開催し、水辺利用に関する検討調整を継続的に実施
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